
第 74 回“社会を明るくする運動” 
    ― 犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域のチカラ ― 

７月１日は『更生保護の日』  ７月は強化月間 

 『社会を明るくする運動』とは、すべての国民が犯罪や非行を防止し、罪を犯した人た

ちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明

るい社会を築こうとする全国的な運動です。 
 『更生保護』とは、犯罪や非行をした人たちが、実社会の中で健全な社会人として更生

をするように指導し、援助することによって社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進す

るための「保護観察の実施」「環境調整の実施」「犯罪予防活動の実施」「就労支援の実施」

等の諸活動を内容とするものです。 
今年の７月 1 日（月）は、長岡京市内４か所で、街頭啓発活動を予定しています。 
 
地域の皆様のご理解とご協力を今後ともよろしくお願いいたします。 

 
『社会を明るくする運動』乙訓地区推進委員会 
長 岡 京 市 ・ 向 日 市 ・ 大 山 崎 町  

乙訓地区保護司会・乙訓地区更生保護協会・乙訓地区更生保護女性会 
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